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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数個の第１極板と、複数個の第２極板と、複数個のセパレータと、を含み、
　前記各第１極板は、第１活物質でコーティングされた第１コーティング部、及び第１無
地部を具備し、前記各第１無地部が曲折され、
　前記各第２極板は、第２活物質でコーティングされた第２コーティング部、及び第２無
地部を具備し、前記各第２無地部が曲折され、
　前記第１極板及び前記第２極板の間には、１つ以上の前記セパレータを具備し、
　前記第１無地部と、最も隣接して配置された他の第１無地部との間には、セパレータと
第２極板との厚み相当する段差が形成されており、前記第１無地部および前記他の第１無
地部のうちの一方の第１無地部が曲折されて、前記段差に相当する空スペースを埋めてい
る電極組立体。
【請求項２】
　前記電極組立体は、複数個の第１無地部、及び複数個の第２無地部を具備し、
　前記各第１極板は、第１無地部を具備し、前記各第２極板は、第２無地部を具備し、
　前記第１無地部は、それぞれ「Ｚ」字形に曲折され、前記第２無地部は、それぞれ「Ｚ
」字形に曲折されることを特徴とする請求項１に記載の電極組立体。
【請求項３】
　前記第１コーティング部を具備する前記第１極板、及び前記第２コーティング部を具備
する前記第２極板が、セパレータを介して交互に積層される積層部を具備することを特徴
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とする請求項２に記載の電極組立体。
【請求項４】
　前記電極組立体は、複数個の第１無地部、及び複数個の第２無地部を具備し、
　前記各第１極板は、第１無地部を具備し、前記各第２極板は、第２無地部を具備し、
　前記第１無地部は、それぞれ「
【数１】

」字形に曲折され、前記第２無地部は、それぞれ「
【数２】

」字形に曲折されることを特徴とする請求項１に記載の電極組立体。
【請求項５】
　１つの第１極板と最も隣接した他の第１極板との間の厚みが第１間隔であり、
　１つの第２極板と最も隣接した他の第２極板との間の厚みが第２間隔であり、
　前記第１極板は、前記第１間隔を有するように配置され、前記第２極板は、前記第２間
隔を有するように配置され、前記第１間隔及び前記第２間隔は、同一であることを特徴と
する請求項１に記載の電極組立体。
【請求項６】
　曲折された前記第１無地部の前記第１間隔の方向における幅は、第１間隔より狭いか、
あるいは同一に形成されることを特徴とする請求項５に記載の電極組立体。
【請求項７】
　第１活物質でコーティングされた第１コーティング部、及び曲折された第１無地部を具
備する第１極板；第２活物質でコーティングされた第２コーティング部、及び曲折された
第２無地部を具備する第２極板；並びに前記第１極板及び前記第２極板の間に具備される
セパレータ；を含む電極組立体と、
　前記電極組立体を収容するケースと、を含み、
　前記第１無地部と、最も隣接して配置された他の第１無地部との間には、セパレータと
第２極板との厚みに相当する段差が形成されており、
　前記第１無地部および前記他の第１無地部のうちの一方の第１無地部が曲折されて、前
記段差に相当する空スペースを埋めている二次電池。
【請求項８】
　前記第１無地部及び前記第２無地部は、「Ｚ」字形に曲折されることを特徴とする請求
項７に記載の二次電池。
【請求項９】
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　１つの第１極板と最も隣接した他の第１極板との間の厚みが第１間隔であり、
　１つの第２極板と最も隣接した他の第２極板との間の厚みが第２間隔であり、
　前記第１極板は、前記第１間隔を有するように配置され、前記第２極板は、前記第２間
隔を有するように配置され、前記第１間隔及び前記第２間隔は、同一であることを特徴と
する請求項７に記載の二次電池。
【請求項１０】
　曲折された前記第１無地部の前記第１間隔の方向における幅は、第１間隔より狭いか、
あるいは同一に形成されることを特徴とする請求項９に記載の二次電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電極組立体、及びそれを含む二次電池に係り、さらに詳細には、二次電池の
構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、セルラフォン、ノート型パソコン、カムコーダのような、コンパクトであって軽
量化された携帯用電気／電子装置が活発に開発及び生産されている。従って、携帯用電気
／電子装置は、別途の電源が備わっていないところでも作動するように、電池パックを内
蔵している。そのような電池パックは、経済的な側面を考慮し、最近では充放電が可能な
二次電池を採用している。代表的な二次電池には、ニッケル－カドミウム（Ｎｉ－Ｃｄ）
電池、ニッケル－水素（Ｎｉ－ＭＨ）電池、リチウム（Ｌｉ）電池やリチウムイオン（Ｌ
ｉ－ion）二次電池などがある。特に、リチウムイオン二次電池は、携帯用電子装備電源
として多用されているニッケル－カドミウム電池や、ニッケル－水素電池より、作動電圧
が３倍ほど高い。また、単位重量当たりエネルギー密度が高いという側面において、広く
使用されている。二次電池は、主に正極活物質としてリチウム系酸化物、負極活物質とし
て炭素材を使用している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明が解決しようとする課題は、電極組立体、及びそれを含む耐久性及び安全性が向
上した二次電池の構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の課題を解決するために、本発明の一実施形態によれば、第１活物質でコーティン
グされた第１コーティング部、及びそれぞれが曲折された第１無地部を具備する複数個の
第１極板；及び第２活物質でコーティングされた第２コーティング部、及びそれぞれが曲
折された第２無地部を具備する複数個の第２極板；並びに前記第１極板及び前記第２極板
の間に具備される複数個のセパレータ；を含む電極組立体が提供される。
【０００５】
　本実施形態において、前記電極組立体は、前記第１極板にそれぞれ具備された複数個の
第１無地部、及び前記第２極板にそれぞれ具備された複数個の第２無地部を具備し、前記
第１無地部は、それぞれ「Ｚ」字形に曲折され、前記第２無地部は、それぞれ「Ｚ」字形
に曲折される。
【０００６】
　本実施形態において、前記電極組立体は、前記第１極板にそれぞれ具備された複数個の
第１無地部、及び前記第２極板にそれぞれ具備された複数個の第２無地部を具備し、前記
第１無地部は、それぞれ「
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【数１】

」字形に曲折され、前記第２無地部は、それぞれ「

【数２】

」字形に曲折される。
【０００７】
　本実施形態において、前記第１コーティング部を具備する前記第１極板、及び前記第２
コーティング部を具備する前記第２極板が交互に積層される積層部を具備することができ
る。
【０００８】
　本実施形態において、前記第１極板は、第１間隔を有するように配置され、前記第２極
板は、第２間隔を有するように配置され、前記第１間隔及び前記第２間隔は、同一とする
ことができる。
【０００９】
　本実施形態において、曲折された前記第１無地部の幅は、第１間隔より狭いか、あるい
は同一に形成される。
【００１０】
　前記課題を解決するために、本発明の他の一実施形態によれば、第１活物質でコーティ
ングされた第１コーティング部、及び曲折された第１無地部を具備する第１極板；第２活
物質でコーティングされた第２コーティング部、及び曲折された第２無地部を具備する第
２極板；並びに前記第１極板及び前記第２極板の間に具備されるセパレータ；を含む電極
組立体と、前記電極組立体を収容するケースと、を含む二次電池が提供される。
【００１１】
　本実施形態において、前記第１無地部及び前記第２無地部は、「Ｚ」字形に曲折される
。
【００１２】
　本実施形態において、前記第１極板は、第１間隔を有するように配置され、前記第２極
板は、第２間隔を有するように配置され、前記第１間隔及び前記第２間隔は、同一とする
ことができる。
【００１３】
　本実施形態において、曲折された前記第１無地部の幅は、第１間隔より狭いか、あるい
は同一に形成される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の一実施形態によれば、耐久性及び安全性が向上した二次電池を具現することが
できる。ただし、このような効果によって、本発明の範囲が限定されるものではなく、ま
た、前述の内容以外にも、図面を参照して以下で説明する内容から導き出されるものも含
まれるということは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係わる二次電池を概略的に図示する分解斜視図である。
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【図２】図１の二次電池の一部を概略的に図示する分解斜視図である。
【図３】図１の二次電池の一部を、ＩＩＩ－ＩＩＩ’線に沿って切り取った断面図である
。
【図４】図１の二次電池の一部を、ＩＶ－ＩＶ’線に沿って切り取った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は多様な変換を加え、さまざまな実施形態を有することができるが、特定の実施
形態を図面に例示し、詳細な説明で詳細に説明する。本発明の効果、特徴、及びそれらを
達成する方法は、図面と共に詳細に説明する実施形態を参照すれば、明確になるであろう
。しかし、本発明は、以下で開示される実施形態に限定されるものではなく、多様な形態
に具現される。
【００１７】
　以下、添付された図面を参照し、本発明の実施形態について詳細に説明するが、図面を
参照して説明する際、同一であるか、あるいは対応する構成要素は、同一図面符号を付し
、それらに係わる重複説明は省略する。
【００１８】
　以下の実施形態において、第１、第２のような用語は、限定的な意味ではなく、１つの
構成要素を他の構成要素と区別する目的に使用されている。
【００１９】
　以下の実施形態において、単数の表現は、文脈上明白に取り立てて意味しない限り、複
数の表現を含む。
【００２０】
　以下の実施形態において、「含む」または「有する」というような用語は、明細書上に
記載された特徴または構成要素が存在するということを意味するものであり、１以上の他
の特徴または構成要素が付加される可能性をあらかじめ排除するものではない。
【００２１】
　以下の実施形態において、膜、領域、構成要素などの部分が他の部分の「上に」または
「上部に」あるとするとき、他の部分の「真上に」あるいは「すぐ上部に」ある場合だけ
ではなく、その中間に、他の膜、領域、構成要素などが介在している場合も含む。
【００２２】
　以下の実施形態において、ｘ軸、ｙ軸及びｚ軸は、直交座標系上の３軸によって限定さ
れるものではなく、それを含む広い意味に解釈される。例えば、ｘ軸、ｙ軸及びｚ軸は、
互いに直交もするが、互いに直交しない互いに異なる方向を指すこともある。
【００２３】
　図面では、説明の便宜のために、構成要素がその大きさが誇張または縮小されているこ
とがある。例えば、図面に示された各構成の大きさ及び厚みは、説明の便宜のために任意
に示したものであり、本発明は、必ずしも図示されたところに限定されるものではない。
【００２４】
　図１は、本発明の一実施形態に係わる二次電池１を概略的に図示する分解斜視図である
。
【００２５】
　図１を参照すれば、二次電池１は、電極組立体１００、及び電極組立体１００を収容す
るケース２００を含んでもよい。
【００２６】
　電極組立体１００は、第１極板１１０；第２極板１２０；及び第１極板１１０と、第２
極板１２０との間に介在するセパレータ１３０；を含んでもよい。第１極板１１０及び第
２極板１２０は、互いに異なる極性を有し、以下で説明する本発明の一実施形態において
は、第１極板１１０は、正の極性を有し、第２極板１２０は、第１極板１１０とは異なる
負の極性を有すると理解される。
【００２７】
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　第１極板１１０は、第１活物質（図示せず）でコーティングされた第１コーティング部
１１２（図２）、及び第１活物質でコーティングされていない第１無地部１１１ａを具備
することができる。第１コーティング部１１２は、第１基材１１１（図２）の両面または
一面に、第１活物質を塗布してコーティングして形成することができる。第１無地部１１
１ａは、第１基材１１１の一部が延長されたものであり、曲折されて形成される。
【００２８】
　第２極板１２０は、第２活物質（図示せず）でコーティングされた第２コーティング部
１２２（図２）、及び第２活物質でコーティングされていない第２無地部１２１ａを具備
することができる。第２コーティング部１２２は、第２極板１２０の両面または一面に、
第２活物質を塗布してコーティングして形成することができる。第２無地部１２１ａは、
第２極板１２０の一部が延長されたものであり、曲折されて形成される。
【００２９】
　そのような電極組立体１００は、第１極板１１０及び第２極板１２０を複数個具備する
ことができ、複数個の第１極板１１０と第２極板１２０とが交互に積層され、第１極板１
１０と、第２極板１２０との間にそれぞれセパレータ１３０が具備される。複数個の第１
極板１１０は、それぞれが第１無地部１１１ａを具備し、そのような第１無地部１１１ａ
それぞれは、曲折された状態で積層される。それと同様に、複数個の第２極板１２０は、
それぞれが第２無地部１２１ａを具備し、そのような第２無地部１２１ａそれぞれは、曲
折された状態で積層される。すなわち、電極組立体１００は、１つの第１極板１１０の第
１無地部１１１ａが曲折され、１つの第２極板１２０の第２無地部１２１ａが曲折され、
そのように、それぞれが曲折された第１無地部１１１ａ及び第２無地部１２１ａを有する
第１極板１１０と第２極板１２０とが交互に積層されて形成される。
【００３０】
　そのような第１無地部１１１ａそれぞれは、「Ｚ」字形に曲折することができ、「
【数３】

」字形に曲折することもできる。また、第２無地部１２１ａも、それぞれ「Ｚ」字形に曲
折することができ、「
【数４】

」字形に曲折することもできる。それは、第１無地部１１１ａ及び第２無地部１２１ａが
、２回以上曲折された形態であり、終端が、それぞれ第１リードタブ１１５及び第２リー
ドタブ１２５と連結され、段差に相当する空スペースが効果的に埋められる。ただし、第
１無地部１１１ａ及び第２無地部１２１ａが、それぞれ第１リードタブ１１５及び第２リ
ードタブ１２５と連結され、同時に段差に相当する空スペースを効果的に埋めることがで
きるものであるならば、曲折された形態は、図面に図示されたところに限定されるもので
はなく、また曲折回数も、そこのところに制限されるものではない。
【００３１】
　電極組立体１００は、前述のように、第１コーティング部１１２、及び曲折された第１
無地部１１１ａを具備する第１極板１１０；並びに第２コーティング部１２２、及び曲折
された第２無地部１２１ａを具備する第２極板１２０；が交互に積層して形成される。言
い換えれば、電極組立体１００は、第１コーティング部１１２及び第２コーティング部１
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２２が積層して形成される積層部１５０と、複数個の第１無地部１１１ａと、複数個の第
２無地部１２１ａと、を具備することができる。
【００３２】
　図１に図示されているように、第１無地部１１１ａは、電極組立体１００の積層部１５
０の一側に配置され、第２無地部１２１ａは、電極組立体１００の積層部１５０の他側に
配置される。すなわち、第１無地部１１１ａは、それぞれが曲折され、電極組立体１００
の積層部１５０の一側に積層され、第２無地部１２１ａは、それぞれが曲折され、電極組
立体１００の積層部１５０の他側に積層される。
【００３３】
　一方、第１無地部１１１ａの終端は、互いに接触するように接合され、そのように接合
された第１無地部１１１ａの終端は、第１リードタブ１１５と連結される。同様に、第２
無地部１２１ａの終端は、互いに接触するように接合され、そのように接合された第２無
地部１２１ａの終端は、第２リードタブ１２５と連結される。ケースの収納空間に電極組
立体１００を収納するとき、第１無地部１１１ａに接合された第１リードタブ１１５、及
び第２無地部１２１ａに接合された第２リードタブ１２５は、一部がケースの外部に露出
する。
【００３４】
　そのような第１リードタブ１１５と、第２リードタブ１２５は、それぞれ第１無地部１
１１ａ及び第２無地部１２１ａと連結され、互いに異なる極性を有することができる。言
い換えれば、第１リードタブ１１５は、第１無地部１１１ａと連結され、第１極性を有す
ることができ、第２リードタブ１２５は、第２無地部１２１ａと連結され、第１極性とは
異なる第２極性を有することができる。図面には図示されていないが、そのとき、ケース
２００と当接する第１リードタブ１１５及び第２リードタブ１２５には、ケースとの密封
度を高めると共に、電気的絶縁状態を確保するための絶縁テープが付着されている。
【００３５】
　一方、ケース２００は、電極組立体１００を収容することができる収納空間を具備し、
一般的に、アルミニウム薄膜の上下面に積層構造を有するように形成され、ケース２００
の内面は、熱接着性樹脂からなる。詳細には、ケース２００は、一般的に、アルミニウム
薄膜の上下面に、ナイロン、ポリプロピレンやポリエチレンのような合成樹脂で覆われた
積層構造を有するように形成され、密封のために、ケース２００の内面は、熱接着性樹脂
からなる。従って、ケース２００は、内面にコーティングされた熱接着性樹脂が、加熱、
加圧によって、相互融着されて密封される。また、ケース２００は、電極組立体１００及
び電解液（図示せず）を収容することができ、柔軟性を有するポーチ型（pouched-case）
とすることができる。
【００３６】
　図２は、図１の電極組立体１００を概略的に図示する分解斜視図である。図２では、本
発明の一実施形態に係わる電極組立体１００について詳細に説明する。
【００３７】
　図２を参照すれば、第１極板１１０は、第１基材１１１、第１無地部１１１ａ、第１コ
ーティング部１１２を含んでもよい。電極組立体１００においては、そのような第１極板
１１０が複数個具備される。第１基材１１１は、導電性を有する金属から形成され、望ま
しくは、アルミニウム（Ａｌ）から形成される。第１無地部１１１ａは、第１基材１１１
の一部がさらに延長されて形成される。第１コーティング部１１２は、第１基材１１１に
、第１活物質（図示せず）をコーティングして形成することができる。第１活物質は、従
来の活物質材料を使用することができ、例えば、コバルト酸リチウム（ＬｉＣｏＯ２）な
どから形成されるが、必ずしもそれに制限されるものではなく、シリコン系材料、スズ系
材料、アルミニウム系材料やゲルマニウム系材料などから形成することもできる。また、
活物質の材料は、リチウムチタン酸化物（ＬＴＯ：lithium titanium oxide）から形成す
ることもできる。
【００３８】
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　第２極板１２０は、第２基材１２１、第２無地部１２１ａ、第２コーティング部１２２
を含んでもよい。電極組立体１００においては、そのような第２極板１２０が複数個具備
される。第２基材１２１は、第１基材１１１と同様に、導電性を有する金属から形成され
、望ましくは、銅（Ｃｕ）から形成される。第２無地部１２１ａは、第２基材１２１の一
部がさらに延長されて形成される。第２コーティング部１２２は、第２基材１２１に、第
２活物質（図示せず）をコーティングして形成することができる。第２活物質は、従来の
活物質材料を使用することができ、例えば、黒鉛などから形成することができる。
【００３９】
　セパレータ１３０は、第１極板１１０及び第２極板１２０の間に介在し、高いイオン透
過度と機械的強度とを有する絶縁性の薄膜が使用される。セパレータ１３０の気孔径は、
望ましくは、０．０１～１０μｍであり、厚みは５～３００μｍとすることができるが、
必ずしもそれに限定されるものではない。そのようなセパレータ１３０としては、例えば
、耐化学性及び疎水性のポリプロピレンなどのオレフイン系ポリマー、ガラスファイバま
たはポリエチレンなどから作られたシートや不織布などが使用される。そのとき、電解質
として、ポリマーなどの固体電解質が使用される場合には、固体電解質がセパレータ１３
０を兼ねることもできる。
【００４０】
　第１無地部１１１ａは、第１極板１１０において、第１活物質でコーティングされてい
ない部分であり、第１基材１１１の一部が延長されて形成される。第２無地部１２１ａは
、第２極板１２０において、第２活物質でコーティングされていない部分であり、第２基
材１２１の一部が延長されて形成される。前述のように、第１無地部１１１ａは、第１リ
ードタブ１１５と連結され、第１極性を帯び、第２無地部１２１ａは、第２リードタブ１
２５と連結され、第１極性とは異なる第２極性を帯びる。
【００４１】
　一方、第１無地部１１１ａは、電極組立体１００の一側に具備され、一方、第２無地部
１２１ａは、電極組立体１００の他側に具備される。それは、図２を参照すれば、第１無
地部１１１ａは、－ｙ軸方向に延長された第１極板１１０の終端に具備され、第２無地部
１２１ａは、＋ｙ軸方向に延長された第２極板１２０の終端に具備されることが理解され
る。そのように、電極組立体１００は、第１無地部１１１ａと、第２無地部１２１ａとが
配置された位置が互い違いに具備された第１極板１１０及び第２極板１２０が、交互に積
層されて形成される。そのような配置は、互いに異なる極性を有する第１無地部１１１ａ
及び第２無地部１２１ａを、十分な間隔を置いて配置し、ショート発生を防止するためで
ある。
【００４２】
　前述のように、電極組立体１００は、複数個の第１極板１１０及び第２極板１２０が交
互に積層され、それぞれの第１極板１１０と、第２極板１２０との間には、第１極板１１
０と第２極板１２０とを分離するセパレータ１３０が配置される。従って、複数個の第１
極板１１０にそれぞれ具備される複数個の第１無地部１１１ａの間には、第２極板１２０
とセパレータ１３０とが配置される空間によって段差が形成され、同様に、複数個の第２
極板１２０にそれぞれ具備される複数個の第２無地部１２１ａの間には、第１極板１１０
とセパレータ１３０とが配置される空間によって段差が形成される。そのような第１無地
部１１１ａ及び第２無地部１２１ａは、金属材質であって厚みが非常に薄く、当該段差に
よって、折れたり裂けたりするような損傷が発生しうる。
【００４３】
　そのような問題点を防止するために、本発明の一実施形態に係わる電極組立体１００は
、曲折された第１無地部１１１ａを具備する第１極板１１０、及び曲折された第２無地部
１２１ａを具備する第２極板１２０を積層して形成する。図２を参照して、第１無地部１
１１ａを基準にして説明すれば、１つの第１極板１１０と、最も隣接して配置された他の
第１極板１１０との間には、２つのセパレータ１３０と、１つの第２極板１２０とが介在
し、従って、１つの第１無地部１１１ａと、最も隣接して配置された他の第１無地部１１
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１ａとの間には、セパレータ１３０と第２極板１２０との厚みほどの段差が形成される。
そのとき、１つの第１無地部１１１ａが曲折され、当該段差に相当する空スペースを埋め
る機能を遂行することにより、第１無地部１１１ａが、当該段差によって、折れたり裂け
たりするような損傷を画期的に最小化することができる。
【００４４】
　前述のように、第２無地部１２１ａの場合にも、１つの第２極板１２０と、最も隣接し
て配置された他の第２極板１２０との間には、２つのセパレータ１３０と、１つの第１極
板１１０とが介在し、従って、１つの第２無地部１２１ａと、最も隣接して配置された他
の第２無地部１２１ａとの間には、セパレータ１３０と第１極板１１０との厚みほどの段
差が形成される。そのとき、第２無地部１２１ａが曲折され、当該段差に相当する空スペ
ースを埋める機能を遂行することにより、第２無地部１２１ａが当該段差によって、折れ
たり裂けたりするような損傷を画期的に最小化することができる。
【００４５】
　そのような第１無地部１１１ａ及び第２無地部１２１ａは、「Ｚ」字形または「

【数５】

」字形に曲折されるが、それは、２回以上曲折された形態で終端を第１リードタブ１１５
または第２リードタブ１２５と連結させると共に、段差に相当する空スペースを効果的に
埋めるためである。ただし、第１無地部１１１ａまたは第２無地部１２１ａが、第１リー
ドタブ１１５または第２リードタブ１２５と連結され、同時に段差に相当する空スペース
を効果的に埋めることが可能であるならば、曲折された形態は、図面に図示されたところ
に限定されるものではなく、曲折される回数も、それに制限されるものではない。
【００４６】
　図３は、図１の二次電池１の第１無地部１１１ａを含んだ一部を、ＩＩＩ－ＩＩＩ’線
に沿って切り取った断面図であり、図４は、図１の二次電池の第２無地部１２１ａを含ん
だ一部を、ＩＶ－ＩＶ’線に沿って切り取った断面図である。
【００４７】
　図３を参照すれば、１つの第１極板１１０と、最も隣接した他の第１極板１１０との間
には、２つのセパレータ１３０と、１つの第２極板１２０とが介在する。従って、１つの
第１極板１１０と最も隣接した他の第１極板１１０との間に介在する、２つのセパレータ
１３０及び１つの第２極板１２０の厚みほどの第１間隔Ｗ１が形成される。その場合、曲
折された第１無地部１１１ａは、第１間隔Ｗ１に形成された空スペースを補う機能を遂行
する。曲折された第１無地部１１１ａの幅Ｗ１’は、第１間隔Ｗ１より狭いか、あるいは
同一に形成される。曲折された第１無地部１１１ａの幅Ｗ１’が、第１間隔Ｗ１よりさら
に広く形成されれば、かえって曲折された第１無地部１１１ａ間の張力によって、第１無
地部１１１ａが損傷される恐れがあるからである。従って、曲折された第１無地部１１１
ａの幅Ｗ１’は、第１間隔Ｗ１の空スペースを補償するほどであるならば十分である。
【００４８】
　それと同様に、図４を参照すれば、１つの第２極板１２０と、最も隣接した他の第２極
板１２０との間には、２つのセパレータ１３０と、１つの第１極板１１０とが介在する。
従って、１つの第２極板１２０と最も隣接した他の第２極板１２０との間に介在する、２
つのセパレータ１３０及び１つの第１極板１１０の厚みほどの第２間隔Ｗ２が形成される
。その場合、曲折された第２無地部１２１ａは、第２間隔Ｗ２に形成された空スペースを
補う機能を遂行する。曲折された第２無地部１２１ａの幅Ｗ２’は、第２間隔Ｗ２より狭
いか、あるいは同一に形成される。曲折された第１無地部１１１ａの幅Ｗ２’が、第２間
隔Ｗ２よりさらに広く形成されれば、かえって曲折された第１無地部１１１ａ間の張力に
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よって、第１無地部１１１ａが損傷される恐れがあるからである。従って、曲折された第
１無地部１１１ａの幅Ｗ２’は、第２間隔Ｗ２の空スペースを補償するほどであるならば
十分である。
【００４９】
　前述のように、１つの第１極板１１０と、最も隣接した他の第１極板１１０との間には
、２つのセパレータ１３０と、１つの第２極板１２０とが介在し、１つの第２極板１２０
と、最も隣接した他の第２極板１２０との間には、２つのセパレータ１３０と、１つの第
１極板１１０とが介在する。従って、そのような第１極板１１０間の第１間隔Ｗ１と、第
２極板１２０間の第２間隔Ｗ２は、同一に形成される。
【００５０】
　そのように曲折された第１無地部１１１ａが、第１極板１１０間の第１間隔Ｗ１に相当
する段差を補償し、曲折された第２無地部１２１ａが、第２極板１２０間の第２間隔Ｗ２
に相当する段差を補償することにより、第１無地部１１１ａ及び第２無地部１２１ａが段
差によって、折れたり裂けたりするといった損傷を防止し、二次電池１の信頼性を画期的
に向上させることができる。
【００５１】
　本発明は、図面に図示された実施形態を参照して説明したが、それらは、例示的なもの
に過ぎず、当該技術分野において、当業者であるならば、それらから多様な変形及び均等
な他の実施形態が可能であるという点を理解するであろう。従って、本発明の真の技術的
保護範囲は、特許請求の範囲の技術的思想によって定められるものである。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明の電極組立体、及びそれを含む二次電池は、例えば、携帯機器用電源関連の技術
分野に効果的に適用可能である。
【符号の説明】
【００５３】
　　１　二次電池
　　１００　電極組立体
　　１１０　第１極板
　　１１１　第１基材
　　１１１ａ　第１無地部
　　１１２　第１コーティング部
　　１１５　第１リードタブ
　　１２０　第２極板
　　１２１　第２基材
　　１２１ａ　第２無地部
　　１２２　第２コーティング部
　　１２５　第２リードタブ
　　１３０　セパレータ
　　１５０　積層部
　　２００　ケース
　　Ｗ１　第１間隔
　　Ｗ１’　第１無地部の幅
　　Ｗ２　第２間隔
　　Ｗ２’　第２無地部の幅
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